
はじめに

　我が国における公民科「倫理」は，現代社会の認識を通した生徒による

価値観形成の要である。これを，これからの市民として必要と考えられる

現代社会の倫理的問題に対する「価値観形成力」育成までめざす授業へと

改善していこうとするならば，生徒が学習する内容とともに学習の方法も

吟味する必要がある2︶。そのために筆者は価値観形成に深く関わる「倫理」

等の授業には，学習内容として現代社会の倫理的問題とその手がかりとな

る他者の価値観（内容は，それらに内在する現代の倫理や倫理的価値），

そして学習方法として対話（方法は，形成）が必要と考えてきた3︶。

　折しも，小・中学校における価値観形成の要とされる道徳授業（指導法

や教材）の改善に向け，「特別の教科　道徳」（以下，道徳科）が新設され，

「子どもの学ぶ意欲」を引き出し，「考え続け，自らの道徳性を養う力」を

育てるため，「考え，議論する」学習方法へ転換が目指されることとなり，

対話が話合いの工夫として明示された4︶。また小・中・高等学校の次期学

習指導要領改訂に向けて，中央教育審議会からは「主体的・対話的な深い

学び」が求められている5︶。

　研究者の間でも，対話により「論理力（論証し論述する能力）」を育て

る試みや，理解の深まりや学習意欲向上を目指す取り組みが展開されてい

る6︶。こうした動きをふまえ学校現場では，対話活動をカリキュラムレベ
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ルでつくりあげようとする動きもある7︶。「倫理」も（そして改訂作業中

の「倫理（仮称）」も），こうした動きをふまえ，よりよい対話学習を通じ，

目標とする資質・能力育成を目指してゆくと考えられる8︶。

　こうした学習活動としての対話に対する期待が高まる一方，これまでの

教育実践への批判を通して，対話が抱える問題を抽出しようとする試みも

ある9︶。宇佐見らは，サンデルの対話におけるディレンマ教材は，「その

状況の事実を様々に想定」させず，「思考を拘束し，狭く」しており，道

徳授業では，「広く多面的に考えることによって，一見ディレンマと見え

る事態を分解してしまう『ディレンマくだき』を教えるべき」とする10︶。

また「広く多面的に考えるためには，事実を十分に知って材料とするべき」

とする11︶。さらに対話そのものの課題として，「自分が独りで黙って思考

したものとは違う。他者との妥協が有り，変形が生じる。」ことや，「自分

一人で静かに長時間，思考する自由が無い。考えをゆっくり文章に書く自

由も無い。考えるために，問題意識を持って読書する自由も無い。」こと

をあげている12︶。

　これから教師が，こうした批判を乗り越え，対話を「倫理」や道徳科の

授業に活かしてゆくためには，その基本的特質をふまえた対話活動のあり

方を明らかにしておく必要がある。

　そこで本稿では，先ず「倫理」の内容とも深く関わる哲学，倫理学等で

論じられている対話の基本的特質について整理する。それをふまえて次に，

すでに示されている道徳科における対話活動からも手がかりを得て，批判

に応え得るような対話活動のあり方を明らかにする13︶。

1 ．対話とは何か

　対話は，単にコミュニケーション上の技術というだけでなく，「知の探

究の形態である哲学」の成立以降，重要な役割を果たしてきた運動として

も捉えられている14︶。

　『岩波哲学・思想事典』の中で斎籐は，対話を「あらゆる批判に開かれ
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た知の公共性を理念として掲げた」哲学における，「互いに異なる（ディ

ア）論理（ロゴス）が開かれた場でぶつかりあい，対決を通じてより高め

られた認識に到達しようとする運動」と捉えている15︶。

　これらに従うなら対話は，思索に富む哲学等においては主要な方法なの

であり，開かれた場で，他者との相違やズレ，ぶつかりあいや対決，ゆさ

ぶりの中から，発展した考え方に到達するための高度な思考方法と考えら

れる。

　すなわち，哲学的な思考方法として対話は，①社会に開かれており，②

主体である自身と客体である他者との差異性があり，③発展性を包含して

いると考えられる。以下，それぞれの特質について，論及している哲学等

の知見もふまえ整理したい。

1.1　開かれている

　先ず，対話が社会に開かれていることについては，特に鷲田が，哲学の

方法である反省はモノローグではあり得ず，「社会的な磁場」，「《間主観的》

な場」で行われ，そこには対話が生成するとして，「反省の主体としての

哲学研究者の，閉じた『内省』ということの不可能性」を指摘している16︶。

すなわち哲学的な真理は，開かれた対話によってこそ追求できると考えて

いるのである17︶。また暉峻は，「おかしいと思ったら，まず，自分たちの

言葉で話し合ってみる，開かれた『対話の場』」があることで民主社会の

問題が自分のものになるとする18︶。他に中島は，対話が「自分や相手の意

見が途中で変わる可能性」にも常に開かれている点に論及している19︶。

　このように対話は，たえず自他の考え方や社会のあり方を吟味し合うこ

とのできる，開かれたコミュニケーションひいては哲学的な思考であると

捉えられる。なぜなら人間が，「世界に向かって開かれ，他者とともにあ

る」からであり，「積極的に他者との交わりの相互性のなかに立っている。」

からだと考えることができよう20︶。
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1.2　他者の差異性

　次に，対話が他者との差異性を生かすものであることについては，先ず

斎籐が，「自－他関係の根本には，到来する他者の言葉を受容することに

よって初めて私は語りうる者になるという非対称性があり，対話とはこの

乗り越えがたい非対称性が孕む一つの可能性」だと説く21︶。この他者につ

いて金子は，「予想もできない『他者性』」が，われわれの内に驚愕を引き

起こすのであり，そうした他者との対話には，事態の発展と伸展，予想を

こえた帰結がひそむとする22︶。

　これらに関連して鷲田は，「語り合えば語り合うほど他人とじぶんとの

違いがより微細にわかるようになること」が対話なのであり，「わかりあ

えない」「伝わらない」という戸惑いや痛みから，「より厚い対話を紡ぎ出」

し，「みずからの思考をも鍛えてゆく。」意味があることを指摘している23︶。

なぜならわれわれは，よく考えて口にされる他者の異なる考えに耳を澄ま

すことによって，「じぶんの考えを再点検しはじめる」からだとする24︶。

哲学においても藤田が，異なる哲学とのあいだにある「ズレの存在」に

よってこそ「内実のある『対話』が可能になる」としている25︶。

　これらをふまえるなら，中島が「対話の基本原理」として，「相手との

対立を見ないようにする，あるいは避けようとする態度を捨て，むしろ相

手との対立を積極的に見つけてゆこうとすること。」や「相手との些細な

『違い』を大切にし，それを『発展』させること。」をあげようとすること

も理解できる26︶。

　このように対話の相手には，自らが乗り越えにくいほどの差異性をもつ

他者が考えられている27︶。われわれは，こうした他者との対話を通して，

ようやく自覚ができたり，自身の考え方以上の発見を得られたりするとい

う。すなわち「自分を知るためには他者の存在が必要」28︶ なのであり，対

話は，「異なる考え方にふれることでじぶんが変わる」29︶ ことを可能にする。
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1.3　内包されている発展性

　すでにこれまでの整理から，対話が発展性を含み持つことが推測できる

が，さらに諸論の整理をすると，島崎は「対話とは，双方の意見の合理性

を主張し合いながら，同時に他方の意見の合理性を理解し摂取することで

あり，ここに情報交換による相互浸透的な，ダイナミックな統一がある。

議論の結果は－もし成功すれば－対立的見解の高次元での弁証法的な統

一・総合である。」としている30︶。ミュラーも，対話の一形式である「話

しあい」が，「いろいろ異なった発言を，一つのより高い全体性へと総合

させることを求める」ものだと説明している31︶。他に対話が，「意見が一

致しないままだとしても，なお統合する働き」をするという指摘もある32︶。

　統合にまで至らなくとも，あるいは新しい自己へと甦る「自己変革」33︶

ほどではなくとも，対話によって自らの問いの隠れた前提に気づいたり，

問いを書き換えたりすることはできると考えられている34︶。なお，こうし

た発展性があらわれる契機として，対話において出会う他者の受容ないし

は摂取が（それは人間の成熟のあり方や自－他関係の非対称性を根拠とし

て）重視されている35︶。

1.4　自らの主体性

　ここまで斎籐の説明を基に，対話が持つと考えられる特質（開かれた，

異質な他者とのコミュニケーションないしは哲学的思考であり，発展性を

内包していること）に関して諸論を整理してきた。ここではさらに，自身

の主体性が対話には必要であることを論及しておきたい。

　改めて，斎籐らのいうように，「開かれた場で他者とぶつかりあい」，自

己を認識したり，高い認識に到達したりしようとする運動が対話だとすれ

ば，その他者とぶつかりあうだけの主体が必要であろう。すなわち対話で

は，科学的議論におけるように，自らの人生を消去して語るのでなく，「む

しろ人生をまるごと背負って語る」ほどの主体性が必要となる36︶。ただし

「主体は他の主体との邂逅において主体」と考えられるのであり，対話す
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る者は，「主体的な参加」を通して真理を明らかにできると考えられる37︶。

また対話が開かれているのなら，そこでの議論も批判に開かれているであ

ろう38︶。

　したがって対話の主体は，「自己を開き，自己の外に出て，他者と出会い，

出会いの『間』に中心をおく」ものであり39︶，対話により「自分の価値観

が変わっていくことを潔しとし，さらにその変化に喜びさえもみいだせな

ければならない。」と考えられる40︶。対話する者には，自らへの批判にも

開かれた主体性が必要になると考えられるのである。

2 ．対話活動のあり方

　では，こうした特質をもつ対話を取り入れた「倫理」等授業の学習活動

はいかにあればよいのか。あらためて，「倫理」と道徳科はともに，これ

からの社会に生き，参画してゆく市民的資質育成を目指しているのである。

このために，「倫理」では，現代社会の倫理的問題に対する自らの価値観

を形成していく学習方法として，また道徳科では，これからの社会での自

らの生き方の学習方法として対話に注目しているのである。以下，これま

で整理してきた対話の基本的特質をふまえ，道徳科で求められている対話

活動も手がかりにしながら，「倫理」学習における対話活動のあり方につ

いて検討する。

2.1　道徳科で求められる対話活動

　中央教育審議会答申では，「主体的・対話的で深い学び」が重視され，

これに基づいて学習指導要領が改訂されつつある。すでに道徳科では，「子

どもの学ぶ意欲」を引き出し，「考え続け，自らの道徳性を養う力」を育

てるために，「考え，議論する」学習への転換を目指しており，特に対話

については，「生徒相互の考えを深める中心的な学習活動」である話合い

活動の典型として次のように解説されている41︶。
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第 4章　指導計画の作成と内容の取扱い　第 2節　道徳科の指導

　 3　学習指導の多様な展開　（ 4）道徳科に生かす指導方法の工夫

　　ウ　話合いの工夫

　話合いは，生徒相互の考えを深める中心的な学習活動であり，道徳

科においても重要な役割を果たす。考えを出し合う，まとめる，比較

するなどの目的に応じて効果的に話合いが行われるよう工夫する。座

席の配置を工夫したり，討論形式で進めたり，ペアでの対話やグルー

プによる話合いを取り入れたりするなどの工夫も望まれる。話すこと

と聞くことが並行して行われ，生徒が友達の考え方についての理解を

深めたり，自分の考え方を明確にしたりすることができる。

　その効果を一層高めるためには，教師が適切な指導・助言を行い，

話合いを効果的に展開し，生徒一人一人の道徳的なものの見方や考え

方を深めていくことが望まれる。そのためには，話合いの形態を固定

化したり形式化したりすることなく，学級の生徒の実態や発達的特質，

取り上げる資料の特質，他の教育活動との関連などに応じて工夫する

ことが大切である。特に，生徒の多様な感じ方や考え方を引き出すこ

とのできる学級の雰囲気をつくることが重要である。（下線は筆者。）

　ここでは，「ペアでの対話」が，「考えを出し合う，まとめる，比較する」

ための話合い活動の典型として，「討論形式」や「グループでの話合い」

と並び紹介されている。

　この「ペアでの対話」等の基本的特徴として，「話すことと聞くことが

並行して行われ，生徒が友達の考え方についての理解を深めたり，自分の

考え方を明確にしたりする」ことがあげられている。またこのための工夫

として，その形態の「固定化や形式化」を避けたり，多様な意見を出し合

える人間関係をつくったりすることが求められている。

　ただしペアでなくとも，子どもたちが，（ときには，異なる他者とも）

それぞれ主体として問題に向き合い，考え方を吟味し合い，取り入れるこ
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とで，自らの考え方を発展させたり，新たな問いを見いだしたりするとい

う対話の基本的特質については，十分な説明がされていない。

　他に話合い活動の工夫について，次のような解説もある42︶。

第 4章　指導計画の作成と内容の取扱い　　第 2節　道徳科の指導

　 2　道徳科の特質を生かした学習指導の展開　（ 2）道徳科の特質

を生かした学習指導

　…また，問題解決的な学習や体験的な学習を取り入れる場合には，

生徒と教師，生徒相互の対話の深まり，議論の深まりが，生徒の見方

や考え方の高まりを促すことから，課題に応じた活発な対話や議論が

可能になるよう工夫することが求められる。（下線は筆者。）

　ここでは，生徒が教師や他生徒と相互に対話や議論をすることが，「見

方や考え方」を高めるとし，活発化するよう工夫を求めている43︶。なお対

話の深まりは，生徒に切実な問題を追求させることと相まって効果がある

と捉えられている。このことからは，問題解決的な学習と体験的な学習に

限り，対話の工夫が求められているようにも読み取れる。なお，先に整理

してきた対話の基本的特質にもとづくような視点は示されていない44︶。

　そこで，道徳改訂に関与してきた文部科学省関係者によるガイドブック

からも具体的な手がかりを得たい45︶。同書は，道徳における「対話的な学

び」について，次のように説明している。

　道徳において，物事を多面的・多角的に考えていくためには，子ど

もが自分の体験や考え方，感じ方を交えながら話合いを進める学習活

動が重要な役割を果たします。自分の考え方や感じ方を伝えたり，異

なる考え方や感じ方に接することで，自分の考えを整理して明確にし

たり，多様な考え方を理解して自分の考えを広げ深めたり，他者と共

に新しい考え方を生み出したりすることができるようになります。

　また，「対話」の相手は子ども同士だけではありません。指導者であ

162 広島経済大学創立五十周年記念論文集　下巻



る教師との信頼関係の中で学んだり，教材を通じて，先人の考え方や，

アスリートなど現代に生きるさまざまな人々の生き方に触れたりする

ことも，重要な「対話的な学び」であると考えられます。

　教室で子ども同士の「対話的な学び」を効果的に行えるようにする

ためには，教師と子ども，子ども相互の信頼関係が基盤となります。

「対話的な学び」を促すことが人間関係をより豊かにし，よりよい学

級経営につながることも念頭に置きながら，日常の学級経営を通じて，

一人ひとりが自分の考え方や感じ方を伸び伸びと表現できる雰囲気を

創り出すことが重要です。（下線は筆者。）

　ここでは，子どもたちが「対話的な学び」により，異なる考え方等に接

し，自らの考えを明確にできたり，広げ深めたり，新しい考え方を生み出

したりできるとする。また子どもたちの対話の相手には，教材として取り

上げられる多様な人物があり得ると考えられている。さらに，こうした学

びには，教室内の信頼関係と，伸び伸びと自己表現できる雰囲気が重要と

考えられている。先の解説より踏み込んだ説明がなされてはいるが，なお

対話の持つ基本的特質である，自分とは異なる他者の考え方によりわれわ

れがゆさぶられること，その考え方を吟味して摂取すること，それにより

新たな問いを見つけ出すこと，そのために自身への批判にも開かれた主体

性が重要となることについては十分に触れられていない。

2.2　「倫理」授業で求められる対話活動のあり方

　では，これまでみてきた道徳科の対話活動にも手がかりを得つつ，対話

の基本的特質をふまえた「倫理」の対話活動について具体的なイメージを

示そうとすればどうなるか。

　すでに筆者は，対話活動を重視した「倫理」授業構成の仮説を立て，全

単元の授業過程に「他者との対話」を組み込む研究をしている46︶。ここで

は学習活動としての対話を，「自分とは異なる他者の考え方をよく理解し，
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吟味して正当である点は，自分の不十分さを補完するために受け入れ（摂

取し），自らの図式を修正，発展させて」いくことと捉えてきた47︶。また，

この活動が求められる理由として，「倫理的問題に対する自己の価値観を

われわれが主体的に形成していくには，それを反省する，すなわち自ら価

値観を吟味し修正するために，それを対象化できなければならず」，この

活動により，「自分の価値観を外へ投げ出し対象化してみることができ，

自分と異なる価値観があることに気付くことができる」ことをあげてい

る48︶。

　このように筆者の理論仮説は，本稿で考察している対話の基本的特質に

ついて，異なる他者の重要性，生徒の主体性を重視している。また，「『対

話』は互いの考え方をよく理解し，吟味して，手がかりとなる点は摂取し

（受け入れ），自らの考え方を修正し，発展させていく主体的な方法」とし

て，対話が主体性と発展性，さらに他者に開かれていることにも論及して

いる49︶。

　加えて，「このような『対話』を，他生徒とだけでなく，より異なる他者，

すなわち問題に向き合ってきたモデルとなる人物達とも行えばより開かれ

た学習となる。」として，開かれた対話活動となるよう，より異なる他者

を教材化することを求めていた50︶。

　では，道徳科における対話活動だけでなく，このイメージ（ひいては理

論仮説）も手がかりにすれば，対話の基本的性質をふまえた「倫理」等に

おける対話活動のあり方として何が考えられるだろうか。

2.2.1　現代社会の認識

　「倫理」授業における対話活動には，現代社会に内在し，生徒にとって

も切実な問題が必要となろう。（道徳科でも，対話活動と問題解決的な学

習や体験的な学習を一体的に行うことが求められていた。）なおその問題は，

サンデルによるディレンマ教材では事実が十分に扱われず，問題状況を多

面的にとらえさせず，思考を拘束しているという批判を乗り越えるものと

なろう。
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　「倫理」における対話活動により，これからの市民に必要な「価値観形

成力」を育成しようとするなら，そのための問題の中心は，子どもにとっ

て切実な，現代社会に内在している，あるいは生じつつある倫理的問題と

なろう。なぜなら実際に，こうした問題に取り組んでみなければ，それに

対する自らの価値観に気づかないし，さらにそれを吟味したり，修正した

りすることも出来るようにはならないと考えられるからである。

　元来，哲学は「どこまでも事実の上にしっかりと足をふみしめ，現実の

底に根を下ろしたもの」であり，哲学する者は「まず，具体的な事実を知

らねばならない」のであり，そのためには，「どうしても科学が必要」と

考えられてきた51︶。ましてや，科学の急速な進歩により身の回りの社会が

変化し続ける今日，子どもたちには，正確な現代社会の認識（現代社会の

倫理的問題の認識）を踏まえ，対話活動をさせてゆく必要があるといえる。

こうした学習を通して生徒は，自分を取り巻いている諸問題をよく認識し，

それらに対する価値判断ないしは価値観を形成できるようになると考えら

れる。

2.2.2　他者からの取り入れ～差異性によって発展への手がかりを得る～

　他者の差異性が対話の基本的特質であるならば，子どもたちは，同じ問

題に向き合いながらも，直ちには相容れないような考え方を抱える他者と

の対話により，その考え方を一層ゆさぶられ，広げたり深めたり，新たな

問いを見出したりできる。換言すれば，考え方を発展させてゆくことがで

きると考えられる。より具体的には，異なる他者の考え方から自らのそれ

を修正する手がかりを得たり，摂取したりできると考えられる52︶。

　なお，この対話活動のあり方と通底する考え方が道徳科の解説にもある。

（ただし，これは対話学習の工夫に関してでなく，内容項目［相互理解，

寛容］の解説として示されている53︶。）

…人間は，大抵の物事についてその全体を知り尽くすことは難しく，

自分なりの角度や視点から物事を見ることが多い。人には，それぞれ
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自分のものの見方や考え方があり，個性がある。そこで大切なことは，

互いが相手の存在の独自性を認め，相手の考えや立場を尊重すること

である。他者と全く同じということはないのであり，他者との関わり

の中で具体的な物事について話し合ってみないと，自分の狭さに気付

くことができない。そして，自分自身も他者も，それぞれのものの見

方や考え方にとらわれ，過ちを犯しやすい人間であると深く理解する

ことで，自分と異なる他者の立場や考え方を尊重することができる。

寛容の心をもてば，人を許し受け入れてとがめだてしないで，他者の

よい面を積極的に認めようとすることができるのである。（下線は筆者。）

　「倫理」の対話活動や，道徳科の対話活動は，対話の特質をふまえ具体

化しようとするとき，こうした説明を手がかりにしつつ教材化を目指すこ

とになると考えられる。

2.2.3　対話活動の意義と方法の理解

　あらためて「倫理」で「価値観形成力」を育成しようとすれば，教材に

は，どのように自らの考え方をよりよくするかという問題も含まれるであ

ろう。そして，方法には自分の考え方とは異なる他者との対話があること

や意義について，子ども自身に気づかせ理解させてゆくことも重要である。

なぜなら，市民を育成しようとする「倫理」は主体的で開かれた学習を求

めており，そもそも主体的で開かれている対話は，教え込むより子ども自

らにさせてみて理解させる方が効果的と考えられるからである54︶。この対

話活動の意義については，またしても道徳科の「寛容」についての解説に

通底する記述がある55︶。

　…また，自分のものの見方や考え方を広げて確かなものにしていく

ためには，他者に学ぶことが大切であることに気付くことができ，他

者の助言や忠告に謙虚に耳を傾けることができる。他者から謙虚に学

んでいくことは，よりよい人間としての成長を促すために大切なこと
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である。また，個性は，決して自分一人で伸びるものだけではなく，

他者に認められながら伸びるものもある。時には，自分の考えや意見

を他者に伝えることに困難が生じたり，意見や思いを伝えられなかっ

たりすることもある。よりよい人間関係を築くためには，時には毅然

とした言葉や態度も必要となる。互いのもつ異なる個性を見つけ，違

うものを違うと認め，時には私心のない寛容の心や他者の意見を認め

て素直に取り入れる謙虚さをもって他に学び，自己を高めることが求

められる。（下線は筆者。）

　いうまでもないことだが，こうした寛容等の意義を子どもに教え込み，

理解させようとすれば，授業は注入に止まる。しかし「倫理」授業（道徳

科の授業であっても）に，効果的な対話活動を組み込み，それを繰り返し

てゆくことで，子どもが対話の特質や意義，基本的方法を理解できたり，

ここで論じられているような寛容の価値にも気づいたりできると考えられ

る。

おわりに

　本稿では，今日の学校教育，特に「倫理」や道徳科の授業において，中

核的な学習活動となり得る対話活動のあり方について，関係する哲学等の

研究成果の整理と，登場したばかりの道徳科の解説の吟味とを通して明ら

かにしてきた。具体的には，対話の基本的特質として，開かれていること，

他者の異質性を生かすものであること，発展性を内包していること，対話

する者は主体性をもつことがある。これらに基づく「倫理」等における対

話活動には，子どもに現代社会の正確な認識をさせること，差異性のある

他者の教材化を図ること，対話活動の意義や方法について気づかせ理解さ

せることが重要であることを明らかにした。

　残る課題としては，こうした対話活動のあり方に基づく具体的な学習活

動と実践的な工夫について明らかにしてゆくことがある。
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